
新たな外国人材受入れ制度のご案内 
在留資格「特定技能」とは、深刻な人手不足に対応するため、一定の専

門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受入れる制度です。 
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特定技能制度において、 

受入れ企業様の支援体制構築をサポートします。 

 

私ども連友事務所は、2019 年に創設された特定技能制度を活用する受入企業様を専門的な立場から支える

登録支援機関です。 

特定技能外国人を雇用する場合、受入れ企業様は、その外国人が安定的かつ円滑に活動するために、職場、

日常生活、社会上の支援を行うことが法律で義務付けられていますが、その支援には、書類作成等で専門的な知

識や経験が必要になり、特に雇用する外国人の言葉や文化に精通する支援者が欠かせない為、多くの受入れ

企業様は、大きな負担を感じているとお聞きします。 

そこで、 私どもはこの分野の専門家として、受入れ企業様との支援委託業務契約の元、支援計画書の作成、

実施等を行い、受入れ企業様をサポートすることで、支援体制構築における不安を解消します。 

主に、中国出身の優秀な人材（特定 12 産業分野において 2 年以上の経験を有する方）の迎え入れにおいて支

援を行いますが、中国ビジネスの経験と太いパイプを持つ聯友企業株式会社（※印）と提携することで、万全な体

制を整えております。 

最後になりますが、私共は受入れ企業様の人材不足の解消や更なる発展の為に精一杯努力する所存ですの

で、特定技能制度の活用の際には、私共をパートナーとしてご検討頂けたら幸いです。 

 

※ 印：聯友企業株式会社 

1962 年創立、約 60 年の歴史のある日中間専門の貿易会社です。また、中国国内に多数の合弁会社や提携企

業を有しています。受入れ企業様が、中国との貿易や企業進出に関心があれば、遠慮なくご相談ください。 

現在の日本は人手不足が深刻化しています。一例として、少子高齢化、労働人口が減少し続けています。改

善策として、副業解禁・定年年齢の変更・女性活躍推進法の改正など制度変更が進んでいます。しかし、まだ十

分ではありません。 元々技能実習制度がありましたが、技能を有した技能実習生も最大５年間で帰国してしまいま

す。企業としてはせっかく育てた人材を５年で帰してしまっては、採用活動の繰り返しになってしまいます。 特定技能

制度は、特に人手不足が深刻化している 12 産業分野で、さるなる最大 5 年間人材を確保するために生まれまし

た。技能実習期間と特定技能期間を併せて、最大 10 年間の人材確保が可能になります。

特定技能 1 号外国人採用のメリットは、大きく分けて五つあります。 

（１） 特定技能 1 号外国人の採用は初年度から採用できる人数枠が大きい（雇用できる人数が多い）。 

（２） 特定技能 1 号外国人の採用は受け入れ後の制約事項が少ない（雇用上の制限が少ない）。 

（３） 比較的レベル高く、即戦力となる人材の確保が期待できます。 



（４） フルタイムでの雇用 

週 28 時間以内のアルバイトで採用していた外国人を、フルタイムで雇用できるようになります。出勤

時間や日数の制約が緩和され、給与だけではなく雇用保険など福利厚生面でも、契約条件が変

わります。 

（５） 転職が可能 

特定技能外国人は同様な企業で継続的に就労するだけではなく、同一の業務区分内での転職

が可能になります。同時に採用側も契約期間満了時に契約更新可否の選択が可能になります。 

 



海外から来日する外国人 日本国内に在留している外国人 

新規入国予定の外国人 

国外での試験（技能・学科・日本語）

に合格 

技能実習 2 号を良好に終了し、帰

国した実習生（元技能実習生） 

（試験免除） 

技能実習 2 号を良好に終了し

た実習生 

（試験免除） 

留学生など 

試験（技能・学科・日本語）に合

格 
 

    

求職のあっせん 

職業紹介事業者（国内、有料紹介・無料紹介）、取次機関（国外、仲介手数料など） 

受け入れ機関と雇用契約の締結、事前のガイダンス、健康診断の受診 

（登録支援機関連友事務所を利用する場合は連友事務所に委託も可能）  

在留資格認定証明書交付申請 

審査に 1～2 ヶ月 

在留資格変更許可申請 

審査に 1～2 ヶ月 

在留資格認定証明書交付 
在留資格変更許可 

（在留カードの交付） 
外国にて査証申請発行まで約 1 ヶ月 

受け入れ機関にて就労開始 

（在留期間：1 年、6 か月又は 4 か月ごとの更新、通算で上限 5 年まで） 

所管省庁が設置する協議会への加入。特定技能外国人が入国後 4 ヶ月以内に加入する必要があります。  

 



義務的支援活動 

「義務的支援・法令に定める支援」とは、1 号特定技能外国人支援計画に記された支援内容を指し、記載した

ことをすべて実行しないと「基準に満たしていない」と判断され、1 号特定技能外国人の受入れを認められなくなりま

す。 

1. 事前ガイダンスの実施 

2. 出入国する際の送迎 

3. 適切な住居の確保・生活に必要な契約支援 

4. 生活オリエンテーションの実施 

5. 公的手続等への同行 

6. 日本語学習の機会の提供 

7. 相談または苦情への対応 

8. 日本人との交流促進に係る支援 

9. 転職支援（人員整理等の場合） 

10. 定期的な面談・行政機関への通報 

その他の支援活動 

１．特定技能 1 号外国人の入国・在留に関する申請書類作成のサポート・点検・取次 

２．出入国在留管理庁への各種届出・報告書作成の助言 

３．求人募集の支援、面 接 開 催 、翻訳・通訳業務 

４． 国 内 外 での技 能 試 験 実 施 の情 報 提 供 、資 格 取 得 者 への支 援  

５ ． メンタルカウンセリング、マナー講 座 の開 催 等  
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